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鳥栖基山都市計画用途地域の変更（鳥栖市決定） 

 
１．変更の概要（新旧対照）                                                   （鳥栖市） 

 

種類 変更前 変更後 

 面積 

建 築 物 の

延 べ 面 積

の 敷 地 面

積 に 対 す

る割合 

建 築 物 の

建 築 面 積

の 敷 地 面

積 に 対 す

る割合 

外壁の

後退距

離の限

度 

建築物

の高さ

の限度 

建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

備考 

（％） 
面積 

建築物の延

べ面積の敷

地面積に対

する割合 

建 築 物 の

建 築 面 積

の 敷 地 面

積 に 対 す

る割合 

外壁の

後退距

離の限

度 

建築物

の高さ

の限度 

建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

備考 

（％） 

第一種低層 

住居専用地域 
約 203ha 8/10以下 5/10以下 1.0ｍ 10ｍ ― 10.8 約 203ha 8/10以下 5/10以下 1.0ｍ 10ｍ ― 10.8 

第二種低層 

住居専用地域 
約 9.0ha 8/10以下 5/10以下 1.0ｍ 10ｍ ― 0.5 約 9.0ha 8/10以下 5/10以下 1.0ｍ 10ｍ ― 0.5 

第一種中高層 

住居専用地域 
約 252ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 13.4 約 249ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 13.3 

第一種 

住居地域 
約 552ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 29.5 約 552ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 29.5 

準住居地域 約  34ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 1.8 約  34ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 1.8 

近隣商業地域 約  28ha 20/10以下 8/10以下 ― ― ― 1.5 約  31ha 20/10以下 8/10以下 ― ― ― 1.6 

商業地域 

 

小計 

約 85ha 

約  0ha 

約 85ha 

40/10以下 

20/10以下 

 

8/10以下 

8/10以下 

 

― ― ― 

4.5 

0.0 

4.5 

約  85ha 

約  15ha 

約  100ha 

40/10以下 

20/10以下 

 

8/10以下 

8/10以下 

 

― ― ― 

4.5 

0.8 

5.3 

準工業地域 約 492ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 26.3 約 492ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 26.3 

工業地域 約  159ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 8.5 約  144ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 7.7 

工業専用地域 約  60ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 3.2 約  60ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 3.2 

合計 約 1,874ha      100.0 約 1,874ha      100.0 

 ※下線は変更箇所 
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鳥栖基山都市計画用途地域の変更（鳥栖市決定） 

 
２．箇所別調書                                            （鳥栖市） 

 

地区名 面積 

変更前 変更後 

用途地域 用途地域 

弥生が丘地区 約 14.8ha 工業地域 商業地域 

田代本町地区 約 0.7ha 準工業地域 第一種住居地域 

田代外町地区 約 1.3ha 第一種中高層住居専用地域 第一種住居地域 

宿町地区（市役所） 約 3.1ha 第一種住居地域 近隣商業地域 

宿町地区 約 0.2ha 第一種住居地域 近隣商業地域 

原古賀町地区 約 0.5ha 第一種住居地域 近隣商業地域 

村田町地区 約 1.7ha 第一種中高層住居専用地域 第一種住居地域 
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鳥栖基山都市計画準防火地域の変更（鳥栖市決定） 

 

１．変更の概要（新旧対照）                                              （鳥栖市） 

準防火地域 

 変更前 変更後 

区域 

商業地域を定める区域及び新鳥栖駅西地区

のうち近隣商業地域を定める区域 

商業地域を定める区域（弥生が丘地区の一

部を除く）及び新鳥栖駅西地区のうち近隣

商業地域を定める区域 

面積 約９１ｈａ 約９１．５ｈａ 

 

２．準防火地域における建築制限の概要 

建築物等の種類 建築物等の構造 

① 地階を除く階数が４以上または延べ面積が１，５００㎡を超える建築物 耐火建築物 

② 地階を除く階数が３または延べ面積が５００㎡を超え、１，５００㎡以下の建築物 
耐火建築物または 

準耐火建築物 

③ ①、②以外の木造建築物 
外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分 防火構造 

高さ２ｍを超える付属の門または塀で延焼のおそれのある部分 不燃材料で造るか覆う 
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都市計画策定の経緯の概要 

 

鳥栖基山都市計画用途地域及び準防火地域の変更（鳥栖市決定） 

事項 時期 備考 

原案作成 平成３０年１月３１日  

原案縦覧・公聴会公告 平成３０年２月２日から平成３０年２月１６日まで ２週間 

公聴会 平成３０年２月２３日 公述申し出がなかったため中止 

案の決定 平成３０年２月２６日  

県事前協議 平成３０年３月５日  

県事前協議回答 平成３０年３月１５日  

案の公告、縦覧 平成３０年４月４日から平成３０年４月１８日まで ２週間 

鳥栖市都市計画審議会 平成３０年５月３０日  

県協議 平成３０年６月上旬  

県協議回答 平成３０年６月中旬  

都市計画決定告示 平成３０年６月下旬  
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建築基準法第２２条指定区域の見直し 
 

建築基準法（抜粋） 

 

(屋根) 

第二十二条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想

定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令

で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなけれ

ばならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類

する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。 

 

２ 特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都道府県都市計画

審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあつては、当該市町村都市計画審議会。第五十一

条を除き、以下同じ。)の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。 
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